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１【提出理由】 

 平成24年５月30日開催の当社第146回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

(1）当該株主総会が開催された年月日 

平成24年５月30日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金処分の件 

１．配当財産の種類 

金銭 

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき３円 

配当総額 414,934,095円 

３．剰余金の配当が効力を生じる日 

平成24年５月31日 

 

第２号議案 取締役11名選任の件 

取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、中島厚、細田光人、上條清文、武中雅人、井手

良樹、大角正、岡崎哲也、秋元一孝を選任する。 

 

第３号議案 故専務取締役野田助嗣氏に対し退職慰労金贈呈の件 

平成23年６月１日逝去により取締役を退任されました故野田助嗣氏に対し、在任中の功労に報い

るため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈する。なお、その

具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。 
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるた

めの要件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 
決議の結果 

賛成比率（％） 可否 

第１号議案 98,902 135 0 96.7 可 

第２号議案      

大谷 信義 94,777 4,266 0 92.6 可 

迫本 淳一 95,264 3,779 0 93.1 可 

安孫子 正 96,957 2,086 0 94.8 可 

中島 厚 96,958 2,085 0 94.8 可 

細田 光人 96,951 2,092 0 94.8 可 

上條 清文 89,465 9,578 0 87.4 可 

武中 雅人 96,956 2,087 0 94.8 可 

井手 良樹 97,283 1,760 0 95.1 可 

大角 正 97,390 1,653 0 95.2 可 

岡崎 哲也 97,582 1,461 0 95.4 可 

秋元 一孝 97,560 1,483 0 95.4 可 

第３号議案 97,382 1,658 0 95.2 可 

 （注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

第１号議案、第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出

席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満

たしたことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権の数は加算し

ておりません。 

 


